
昭和三十九年法律第百六十七号
河川法
第二章　河川の管理

第二節　河川工事等

（河川整備計画）
第十六条の二　河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実
施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画（以下「河川整備計画」と
いう。）を定めておかなければならない。
２　河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められて
いる地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定
めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなけれ
ばならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事
情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止
し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければな
らない。
３　河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要がある
と認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならな
い。
４　河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴
会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならな
い。
５　河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定
めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければな
らない。
６　河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけれ
ばならない。
７　第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。
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